
京都市訓令甲第   号   

庁 中 一 般   

区  役  所   

事  業  所   

京都市職員の勤務時間等に関する規程の一部を次のように改正する。 

令和２年９月３０日 

京都市長  門 川 大 作   

別表保健福祉局の款医療衛生推進室の項医療衛生企画課の目中 
「       
 斎場に勤

務する職

員 

午前８時３０分か

ら午後５時１５分

まで 

一般職員に

同じ 

４週間を通

じて８日及

び１月１日 

 

を 

     」 
「       
 斎場に勤

務する職

員 

午前８時３０分か

ら午後５時１５分

まで 

一般職員に

同じ 

４週間を通

じて８日及

び１月１日 

  
 
 
 
 
 

 感染症に

関する業

務に従事

する職員 

交替に 

 

午前８時４５分か

ら午後５時３０分

まで 

 

午後１時１５分か

ら午後１０時まで 

一般職員に

同じ 

日曜日，４

週間を通じ

て４日，祝

日法による

休日並びに

１月２日，

同月３日及

び１２月２

９日から同

月３１日ま

で 。 た だ

し，医療衛

生企画課の 

  

 

 

 

 

 

 

 

に改める。 

１４



    職員に兼職

されて感染

症に関する

業務に従事

する職員に

あっては，

一般職員に

同じ。 

  

     」 
附 則 

 この訓令は，令和２年１０月１日から施行する。 

（行財政局人事部給与課）


